
 

 
 

 

 

平成２９年度 第８回 

栃木西部地域会議会議録 

 

 
 

 
平成２９年１１月２１日(火) 

栃木市吹上公民館大交流室 

 

 

   栃木西部地域まちづくりセンター 



別記様式 

会 議 録 

会議の名称 平成２９年度第８回 栃木西部地域会議 

開催日時 平成２９年１１月２１日（火）１８時３０分開会 ２０時３５分閉会 

開催場所 吹上公民館大交流室 

出席者氏名 別紙１のとおり 

欠席者氏名 別紙１のとおり 

事務局職員職氏名 別紙１のとおり 

その他出席者等 別紙１のとおり 

会議事項 別紙２のとおり 

会議の公開又は 

非公開の別 
公開 

傍聴人の数 ０人 

その他必要事項  

会議の経過 

発言者 議題・発言内容・決定事項 

 

 

 

会長 

事務局 

会長 

 

 

会長 

消防総務課 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

委員 

消防総務課 

 

 

 

 

１開会 

２あいさつ 

３議事 

事務局に対し、本日の出席委員数を求めます。 

委員総数は１６名です。１４名の出席をいただいております。 

過半数以上の委員の出席であるので本日の会議は成立しております。 

では、議事に入らせていただきます。 

（１） 栃木市消防団再編計画（案）について（意見聴取） 

栃木市消防団再編計画（案）について消防総務課の説明を求めます。 

 栃木市は、地域によっては消防団組織が成り立たなくなることが懸念されて

おり、限られた資源の中で迅速で効率的な出動態勢を構築する必要があります。 

そのため、組織再編の基本となる「栃木市消防団再編計画」の案を取りまと

めました。この案に対して地域委員の皆様の意見を聴取し、来月下旬からパブ

リックコメントを実施して市民の皆様からの意見を聴取いたします。栃木市消

防団再編計画の公表は２９年度中を予定しています。 

 〈説明〉 

〈質問〉 

委員に対して、質問・意見等を求めます。 

団員の数は変わらず、消防団本部内をスリム化するということですか。 

こちらは、現在団長１名と方面隊の正副隊長を兼務する副団長１８名の計１

９名おります団本部を、団長１名と各地域担当の副団長６名の計７名体制にし、

６つある方面隊ごとにある本部分団を統合する、というのが組織としての変更

です。その他に、出動態勢の見直しとしまして、今まで方面隊は管轄する地域

内しか出動していなかったのですが、管轄地域の境あたりでは隣接する方面隊
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からも出動できように出動区分の見直しをしようと協議しているところです。

その他に団員の確保が困難である分団では、例えば部を統合して団員を確保し

ていきたい、ということも含まれております。 

いま、なかなか若い人で団員に入る人がいなくて困っています。定員に満た

なくなった場合はどうなるのでしょうか。また、年齢制限なしとなっているよ

うですが、あまり年齢の高い方じゃ活動できないと思うのですが。 

定員につきましては、資料にあるように、条例で定めた定員数に満たない分

団はすでにあります。人口の割に定員数が多い地区がございますが、それは分

団のなかに部が多くある所です。どうしても団員の確保が難しいといったご意

見をいただきましたら、部を統合するなど対策をさせていただきます。 

現在の団員も高齢になってきております。よろしくお願いいたします。 

寺尾地区は人口が少ないにもかかわらず、皆川・吹上地区より団員の定員数

が多いのは、どのような理由からでしょうか。 

皆川・吹上地区は分団内に４つの部がありますが、寺尾地区は５つあります。

各部に 1 台ずつ消防車が配備されており、その運用に必要な団員は 1 台当たり

１３名としていることや、管轄面積が広いなどの理由から、寺尾地区の定員は

人口が少なくても多くなってしまったと思われます。 

面積は広いのでしょうが、戸数は少なく、人口も減少しています。今回はそ

ういったことを考慮した見直しはなかったのでしょうか。 

今回は部の統合を行う前に、地元の消防団にご意見をいただき、ご希望があ

れば自治会長等と協議をして進めてきたところです。確かに人口的な面はある

のですが、統合すると管轄面積が広くなってしまうといった問題もありますの

で、人数を減らして管轄面積が増えた場合活動をやっていけるのかといった問

題も出てくるかと思われますので、今回は第１１分団第３部と第５部の統合と

いうことで計画いたしました。今後も同様に部の統合や再編につきましてのご

要望があった場合につきましては、自治会と協議し進めて参りたいと考えてお

ります。 

他にご意見はございませんか。 

〈意見なし〉 

では、（１）栃木市消防団再編計画（案）については終わりとさせていただき

ます。続きまして、（２） 栃木市消防団栃木方面隊第１１分団第３部及び第５

部の統合について、に移らせていただきます。 

 （２） 栃木市消防団栃木方面隊第１１分団第３部及び第５部の統合について 

栃木市消防団栃木方面隊第１１分団第３部及び第５部の統合について消防総

務課の説明を求めます。 

栃木方面隊第１１分団第５部については長年欠員状態が続いており、地元自

治会及び地元方面隊と協議を行った結果、隣接する部と統合することで合意が

得られました。統合の実施は平成３０年４月１日の予定です。 

〈説明〉 

〈質問〉 

委員に対して、質問・意見等を求めます。 
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資料に、寺尾地区の第３部と第５部が統合し、定員が１７名になるとありま

す。これは、現在第３部で１５名いるところに第５部から２名合せて１７名な

のでしょうか、第３部と第５部から新たに編成して１７名なのでしょうか。 

現在は第３部と第５部でそれぞれ１５名ずつの定員のところ、統合して第３

部１７名定員とする計画です。こちらは、第５部のある出流地区では長年欠員

状態が続いており、隣接する部のある鍋山地区と出流地区の方面隊と自治会の

皆様に集まっていただき協議した結果統合することで合意が得られたものであ

りまして、あくまで目安であり今後変更になる可能性もありますが、出流地区

から７名・鍋山地区から１０名、計１７名出ていただく予定です。 

一番奥まった場所である第５部がなくなるということですと、消防団が到着

するまでに初期消火手段が何か必要ではないかと思います。 

寺尾地区では現在、簡易水道事業をやっており、その配管に消火栓を設置す

ることになっています。それを消防団員が簡易的に放水することはできないだ

ろうかと考えたのですが、自治会長等からそういった意見は出なかったのでし

ょうか。 

自治会の方からは、自主防災組織立ち上げといったお話を伺いました。そう

いったところから動員させていただくなどしていけたらと考えております。 

他にご意見はございませんか。 

〈意見なし〉 

第１１分団第３部及び第５部につきましては、今後条例の改正をいたしまし

て平成３０年４月１日統合の予定です。 

では、（２）栃木市消防団栃木方面隊第１１分団第３部及び第５部の統合につ

いては終わりとさせていただきます。続きまして、（３）地域予算提案制度取扱

事業について、にうつらせていただきます。 

 （３）地域予算提案制度取扱事業について 

地域予算提案制度取扱事業について事務局の説明を求めます。 

 〈説明〉 

（３）地域予算提案制度取扱事業についてご説明いたします。 

前回に引き続き、西部地域会議の平成３０年度地域予算における、まちづく

り塾でとりあげる地域の課題を何にするかの協議を行いたいと存じます。 

前回の会議で、地域の課題は、皆川、吹上、寺尾に分けず全体で行うことを

決定いたしました。課題につきましては、地域のものづくりとして、儲かるま

ちづくり、自立できる採算性がとれるまちづくりの先進地の話を聞いて、自分

の地域に取り入れたいという意見がありました。その儲かるまちづくりの中で、

皆川城、吹上城をそれぞれのまちづくり協議会を中心に協議し、さらには寺尾

の出流観光協会を巻き込んで、観光マップを作成していくのも、そのひとつで

はないかということになりました。さらに、少子化に対応するまちづくりとい

うことで、全国的に少子高齢化が進行する中で、それを逆手にとってまちづく

りを推進して成功している地域の話を聞いて、自分の地域に取り入れられるも

のがあれば取り入れたいという話がありました。 

今回は、さらにこの課題の具体的な話を進めたいと思います。 
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委員の皆さんから、具体的な意見の発言を求め、審議を進めてまいりたいと

思いますので、お願いいたします。 

〈質問〉 

委員に対して、質問・意見等を求めます。 

なかなか意見が出ないようですので、それぞれの地区に持ち帰り、意見をま

とめたうえで次回の地域会議で協議するということでどうでしょうか。 

それでは、それぞれの公民館集まっていただき、テーマを絞り込んでいただ

いたものを、次回２月の地域会議に出していただき、さらに協議するという流

れでよろしいでしょうか。 

そういうことでお願いします。 

では、（３）地域予算提案制度取扱事業については終わりとさせていただきま

す。続きまして、（４）地域会議だより第５号の発行について、にうつらせてい

ただきます。 

（４）地域会議だより第５号の発行について 

地域会議だより第５号の発行について事務局の説明を求めます。 

 〈説明〉 

栃木西部地域だより第５号についてお諮りします。 

年２回の発行を予定している地域会議だよりですが、年内に 2 回目の第５号

を発行したいと考えております。 

今回はＡ４版 カラー両面刷り２ページで、表面には、先月開催された地域

自治交流会において、平成３０年度実施分栃木市地域予算事業計画書を市長に

提出したこと及び、第２部の講演「新しい地域共生社会づくりの課題と展望」

の様子、裏面には、平成２９年度地域予算事業で購入しましたプロジェクター

が、各公民館に配備されて利用できるようになったことと、今後の栃木西部地

域会議の開催予定を掲載の予定です。 

なお、平成２９年度地域予算事業は、ふるさと看板事業が残っていますが、

完成が２月か３月になりますと印刷の発注が年度内に間に合わなくなる恐れが

あるため、こちらは、年度が変わって最初に発行の号に掲載したいと考えてお

ります。掲載内容などにつきまして、ご意見等いただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

〈質問〉 

委員に対して、質問・意見等を求めます。 

発行は１２月ですか。全戸配付・回覧どちらですか。 

１２月発行の広報とちぎ１月号に併せ、全戸配付になります。 

意見などあった場合は、いつまでに報告すればいいですか。 

今週中でしたら発注に間に合うかと思います。 

他に意見等ありますか。 

〈意見等なし〉 

 それでは、地域会議だより第５号の発行について終わりにいたします。 

 他にご意見ご質問等ありませんか。 

〈意見等なし〉 
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ないようですので、今後の進行は事務局にお返しいたします。 

 ４番、その他の事項に入らせていただきます。 

（１）平成２９年度実施地域予算事業「ふるさと看板設置事業」の進捗状況に

ついてご説明いたします。 

担当の文化課よりお手元のとおり仕様書が届きました。吹上地区に３箇所設

置する内容・レイアウト等は資料のとおりです。ご覧いただいたうえでご意見

等ございましたら、来週中までにはお知らせください。設置場所についても調

整が済んでおります。 

これにつきまして、ご意見等ございますか。 

（意見なし） 

それでは、次にうつります。 

（１） 県の地域づくり事業についての情報提供でございます。 

 市の地域まちづくり推進課から情報提供がありました。いずれも県が主催す

る連続講座で、まちづくり実働組織の運営や事業計画の策定に役立つものと思

われますので是非ご案内くださいとのことでした。まず資料の１枚目の「とち

ぎ市民活動推進センター情報紙くらら」をご覧ください。とちぎ市民活動推進

センターくららを会場に開催される「人のチカラ、お金、学びの地域循環を生

み出せるＮＰＯになろう」というタイトルの３回連続講座です。ＮＰＯ関係者

以外の参加も可です。資料の２枚目は県庁本館で開催される「全国・県内の成

功事例に学ぶ地域づくりスキルアップ講座」で、こちらも地域資源の活用や資

金の調達に関する３回講です。いずれも参加費無料で１回でも参加できます

が、お申し込みが必要です。 

 参加のご希望がありましたら、資料に記載のお申込先にご連絡ください。よ

ろしくお願いします。 

これにつきまして、ご意見等ございますか。 

（意見なし） 

それでは、次にうつります。 

平成２９年度第９回栃木西部地域会議について 

 平成３０年２月２０日（火）１８：３０～ 寺尾公民館大交流室で開催。 

 

以上で本日の会議は全て終了いたします。 

──閉会── 

（会議終了時刻 午後８時３５分） 

 



別紙１ 出席者及び事務局 
 

出席者（委員） 

会 長 関口 茂一郎 

副会長 飯塚 昌宏    副会長 酒巻 幸夫 

委 員 臼倉 由美子   委 員 大阿久 妙子 

委 員 大阿久 安弘   委 員 大橋 利隆 

委 員 大塚 正江    委 員 癸生川 孔章 

委 員 鯉沼 惠子    委 員 鯉沼 政江 

委 員 寺内 茂     委 員 縫村 庫子 

委 員 野原 保 

  

欠席委員 

委 員 飯塚 督樹    委 員 小林 雄一 

 

 

事務局 

茂木 隆 （栃木西部まちづくりセンター所長） 

福田 欽也（皆川公民館館長） 

青木 啓安（寺尾公民館館長） 

加藤 幸子（吹上公民館主査） 

 

その他出席者 

 本名 義人（消防総務課主幹） 

 古澤 隆 （消防総務課主査） 



別紙２ 会議事項 

 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 委員及び職員紹介 

４ 会長及び副会長選出 

５ 議 事  

（１）   栃木市消防団再編計画（案）について（意見聴取） 

(２)   栃木市消防団栃木方面隊第１１分団第３部及び第５部の統合について（情報提供） 

(３)   地域予算提案制度取扱事業について  

(４)   地域会議だより第５号の発行について 

 

６ その他 

・  平成２９年度実施地域予算事業「ふるさと看板設置事業」の進捗状況について 

・  県の地域づくり事業について （情報提供）  

・  第９回栃木西部地域会議について 

 

７ 閉 会 

 

配付資料一覧 

平成２９年度第８回栃木西部地域会議会議次第 

栃木市消防団再編計画（案）の策定について(意見聴取) 

栃木市消防団再編計画（案）の策定について 

栃木市消防団再編計画（案） 

栃木消防団栃木方面隊第１１分団における部の統合について（情報提供） 

栃木消防団栃木方面隊第１１分団第３部及び第５部の統合について 

平成２９年９月２２日（金）産経新聞（写） 「北茨城市 廃校跡をアートの里に」 

（案）栃木西部地域だより第５号 

ふるさと看板設置業務委託 仕様書 

とちぎ市民活動推進センター情報紙（写）平成２９年度栃木県マネジメント強化事業のお知ら

せ 

地域づくりスキルアップ講座チラシ（写） 


